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(57)【要約】
【課題】　本発明は、従来技術を用いた静電紡糸法によ
る繊維集合体の製造方法及び製造装置に関わる問題を解
決するものであり、繊維集合体の生産性を向上させるこ
と、ならびに紡糸原液の種類に制限を受けることなく、
繊維集合体を製造することのできる方法、及びその製造
装置を提供することを目的とするものである。更には、
繊維集合体を安定して製造することができる製造方法及
びその製造装置を提供することを目的とするものである
。
【解決手段】　本発明の繊維集合体の製造方法は「(１)
紡糸原液に超音波を作用させ、紡糸原液表面に波を形成
する工程、（2）電界の作用により、前記紡糸原液の波
の山を引き伸ばして繊維化する工程、（3）前記繊維化
した繊維を集積させることで繊維集合体を形成する工程
、とを備えていることを特徴とする繊維集合体の製造方
法。」であることを特徴とすることにより、課題を解決
する。
【選択図】　図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
(１)紡糸原液に超音波を作用させ、紡糸原液表面に波を形成する工程、（2）電界の作用
により、前記紡糸原液の波の山を引き伸ばして繊維化する工程、（3）前記繊維化した繊
維を集積させることで繊維集合体を形成する工程、とを備えていることを特徴とする繊維
集合体の製造方法。
【請求項２】
(１)紡糸原液に超音波を作用させ、紡糸原液表面に波を形成できる波形成手段、（2）前
記紡糸原液の波の山を引き伸ばして繊維化できる電界形成手段、（3）前記繊維化した繊
維を集積させることで繊維集合体を形成できる捕集手段、とを備えていることを特徴とす
る繊維集合体の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は繊維集合体の製造方法及び製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　繊維の繊維径が小さいと、分離性能、液体保持性能、払拭性能、隠蔽性能、絶縁性能、
或いは柔軟性など、様々な性能に優れる繊維集合体を形成できるため、繊維の繊維径は小
さいのが好ましい。このような繊維径の小さい繊維の製造方法として、紡糸原液をノズル
から押し出すとともに、押し出した紡糸原液に電界を作用させて紡糸原液を延伸し、繊維
径の小さい繊維とする、いわゆる静電紡糸法が知られている。
【０００３】
　このような静電紡糸法を用いて繊維集合体の幅方向の繊維量を一定に調整し、かつ繊維
集合体の生産性を向上させる方法として、本願出願人は、周回可能なエンドレス軌道に沿
って運動する支持体に紡糸原液吐出部を設け、一定速度で支持体を周回させながら、吐出
部先端のノズルから紡糸原液を吐出して繊維化する、極細繊維不織布の製造方法を提案し
た（特許文献１）。
【０００４】
　この極細繊維不織布の製造方法によれば、幅方向における繊維量が均一であり、かつ繊
維径が均一な極細繊維不織布を生産性良く製造することができたが、紡糸原液の吐出のた
めにノズルを用いていることから、連続的に紡糸を行うと固化した紡糸原液のポリマーに
よってノズル詰まりをおこすことがあった。一度ノズル詰まりが発生してしまうと、極細
繊維不織布の製造を停止してノズルを交換しなければならなかった。更に、紡糸原液の吐
出方向が、ノズルから、重力の作用方向に存在する不織布捕集面へと向かうものであるた
め、ノズルの交換時および極細繊維不織布を製造する仕掛かり時に、紡糸原液がノズルか
ら不織布捕集面へと垂れることがあった。
【０００５】
　また、該製造方法を用いて極細繊維不織布の生産性を向上するためには、ノズルからの
紡糸原液の総吐出量を増加させる必要があるものの、一本のノズルから吐出する紡糸原液
量を増加させると、ノズルの先端に紡糸原液が液滴として留まり紡糸されないという問題
があった。そのため、極細繊維不織布の生産性を向上するためには、ノズルの数を増やす
必要があるものの、ノズルの数の増加はノズル詰まりや紡糸原液の垂れの発生頻度を上げ
るものであり、更には製造装置全体の大型化を招くこととなった。
【０００６】
　このようにノズルの存在は、生産性が良い極細繊維不織布の製造を、妨げる原因となっ
ていた。
【０００７】
　ノズルを用いずに極細繊維不織布を製造する方法として、泡を用いた静電紡糸法が提案
されている。この製造方法は、まず圧縮空気を高分子溶液中に存在する多孔質材料へと導



(3) JP 2010-216049 A 2010.9.30

10

20

30

40

50

き、圧縮空気が多孔質材料を通過することで、細かい泡を発生させる。次いで、液面まで
浮上した細かい泡の表面から、重力の作用方向の反対側に存在する繊維集合体の捕集面へ
と紡糸を行う、という微細繊維集合体の製造方法である（特許文献2）。
【０００８】
　この微細繊維集合体の製造方法は、細かい泡の表面から微細繊維を発生させることを特
徴としているため、微細繊維集合体の製造にノズルを必要としない。そのため、微細繊維
集合体の製造時にノズル詰まりや液垂れの問題がなく、微細繊維集合体を生産性良く製造
することができるとしている。
【０００９】
　しかしながらこの製造方法では、細かい泡を発生させるために多孔質材料が高分子溶液
中に存在していなければならない。そのため、多孔質材料が高分子溶液に対して耐久性を
確保する素材からならなければならず、また多孔質材料が絶えず送られてくる圧縮空気の
圧力に耐えうる構造を有していなければならない。更には、この微細繊維集合体の製造方
法を用いて、巾方向や流れ方向において、紡糸される繊維の細さや微細繊維集合体の目付
を均一なものとして製造するためには、多孔質材料により連続して形成される泡の大きさ
を高度に制御する必要性があり、多孔質材料は均一な孔径分布を有する構造でなければな
らない。
【００１０】
　以上の理由から、高分子溶液の種類や圧縮空気の加圧条件によっては、最適な多孔質材
料が存在しない可能性があった。そのため、この微細繊維集合体の製造方法は、高分子溶
液の種類や圧縮空気の加圧条件が限定され、汎用性の低い方法であった。
【００１１】
　更にこの製造方法では、多孔質材料を高分子溶液中に存在させているため、多孔質材料
が高分子溶液によって、あるいは高分子溶液が多孔質材料によって、侵される可能性があ
る。高分子溶液中に多孔質材料が溶解すると、高分子溶液の組成が変化すると共に、紡糸
条件もまた変化してしまうため、微細繊維集合体を安定して製造することが、困難となる
可能性があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開2006-112023号公報（特許請求の範囲、0085）
【特許文献２】特開2008-025057号公報（特許請求の範囲、0022-0023、0025、0026-0028
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、従来技術を用いた静電紡糸法による繊維集合体の製造方法及び製造装置に関
わる問題を解決するものであり、繊維集合体の生産性を向上させること、ならびに紡糸原
液の種類に制限を受けることなく、繊維集合体を製造することのできる方法、及びその製
造装置を提供することを目的とするものである。更には、繊維集合体を安定して製造する
ことができる製造方法及びその製造装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項1の、繊維集合体の製造方法は「(１)紡糸原液に超音波を作用させ、紡糸原液表
面に波を形成する工程、（2）電界の作用により、前記紡糸原液の波の山を引き伸ばして
繊維化する工程、（3）前記繊維化した繊維を集積させることで繊維集合体を形成する工
程、とを備えていることを特徴とする繊維集合体の製造方法。」である。
【００１５】
　請求項2の、繊維集合体の製造装置は「(１)紡糸原液に超音波を作用させ、紡糸原液表
面に波を形成できる波形成手段、（2）前記紡糸原液の波の山を引き伸ばして繊維化でき
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る電界形成手段、（3）前記繊維化した繊維を集積させることで繊維集合体を形成できる
捕集手段、とを備えていることを特徴とする繊維集合体の製造装置。」である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の請求項1にかかる製造方法は、超音波を用いることにより、紡糸原液を吐出す
るノズルを必要とせずに紡糸が可能である。そのため繊維集合体の生産性向上を妨げる原
因となる、ノズル詰まりや液垂れが発生しないため、生産性良く繊維集合体を製造できる
方法である。また、紡糸時にノズルを必要とせず、超音波によって発生した無数の波の山
から紡糸が行えることからも、生産性を高めることができる繊維集合体の製造方法である
。
【００１７】
　また、紡糸原液表面に波を形成させる力が超音波であることから、超音波を作用させる
方向、超音波の振動数や強度、超音波発生源の数等を適宜変更することで、紡糸原液表面
に発生する、波の高さ、波の発生位置、波の発生間隔等を自由に変化させることができる
。このように、紡糸原液への超音波の作用条件を変更するだけで、繊維集合体の製造に最
適な紡糸条件とすることができるため、紡糸原液の種類の影響を受けず、汎用性に優れる
製造方法である。
【００１８】
　なお、超音波を紡糸原液の外部から紡糸原液へと作用させた場合には、紡糸原液の組成
が変化しないため、繊維集合体をより安定して製造することができる方法である。
【００１９】
　本発明の請求項2にかかる製造装置は、超音波を用いることにより、紡糸原液を吐出す
るノズルを必要とせずに紡糸が可能である。そのため繊維集合体の生産性向上を妨げる原
因となる、ノズル詰まりや液垂れが発生しないため、生産性良く繊維集合体を製造できる
装置である。また、紡糸時にノズルを必要とせず、超音波によって発生した無数の波の山
から紡糸が行えることからも、生産性を高めることができる繊維集合体の製造装置である
。
【００２０】
　また、紡糸原液表面に波を形成させる力が超音波であることから、超音波を作用させる
方向、超音波の振動数や強度、超音波発生源の数等を適宜変更することで、紡糸原液表面
に発生する、波の高さ、波の発生位置、波の発生間隔等を自由に変化させることができる
。このように、紡糸原液への超音波の作用条件を変更するだけで、繊維集合体の製造に最
適な紡糸条件とすることができるため、紡糸原液の種類の影響を受けず、汎用性に優れる
製造装置である。
【００２１】
　なお、超音波を紡糸原液の外部から紡糸原液へと作用させた場合には、紡糸原液の組成
が変化しないため、繊維集合体をより安定して製造することができる装置である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の繊維集合体の製造装置の斜視図である。
【図２】導電性材料からなる対向電極を、紡糸原液側から見て、繊維捕集体の背後に存在
するように設けた、繊維集合体の製造装置の斜視図である。
【図３】図１に係る繊維集合体の製造装置により紡糸が行われている際の、紡糸原液の表
面と垂直をなす方向における断面図である。
【図４】（ａ）本発明の別の繊維集合体の製造装置の、紡糸原液の表面と垂直をなす方向
における断面図である。（ｂ）本発明の更に別の繊維集合体の製造装置の、紡糸原液の表
面と垂直をなす方向における断面図である。
【図５】（ａ）超音波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と垂直をなす方向における紡糸
原液部の断面図である。（ｂ）別の超音波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と垂直をな
す方向における紡糸原液部の断面図である。（ｃ）更に別の超音波の作用方向を示す、紡
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糸原液の表面と垂直をなす方向における紡糸原液部の断面図である。（ｄ）更に別の超音
波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と垂直をなす方向における紡糸原液部の断面図であ
る。
【図６】（ａ）超音波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と平行をなす方向における紡糸
原液部の断面図である。（ｂ）別の超音波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と平行をな
す方向における紡糸原液部の断面図である。（ｃ）更に別の超音波の作用方向を示す、紡
糸原液の表面と平行をなす方向における紡糸原液部の断面図である。（ｄ）更に別の超音
波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と平行をなす方向における紡糸原液部の断面図であ
る。（ｅ）更に別の超音波の作用方向を示す、紡糸原液の表面と平行をなす方向における
紡糸原液部の断面図である。
【図７】本発明の更に別の繊維集合体の製造装置を、繊維捕集体側から見た模式的透視平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の繊維集合体の製造方法及び製造装置について、図１および図3に沿って説明す
る。図1は本発明の繊維集合体の製造装置の斜視図を示したものである。図3は、図１に係
る繊維集合体の製造装置により紡糸が行われている際の、紡糸原液の表面と垂直をなす方
向における断面図を示したものであり、超音波発生源ならびに超音波発生源のアースを省
略し図示している。
【００２４】
　なお、本発明において「超音波」とは、振動数が16ｋHz以上の音波を指す。また、本発
明の製造装置において使用する超音波の発生手段は、超音波を発生する装置の超音波発生
部位が振動することにより超音波を発生する。そのため、超音波発生部位を、超音波を作
用させる対象である、紡糸原液または紡糸原液を保持する容器に接触させると、超音波と
同時に振動も作用することになる。このように本発明では、超音波だけでなく、振動も同
時に作用させても良い。
【００２５】
　図１に示す繊維集合体の製造装置は、パワーサプライ（16）と超音波発生源（11）に接
続されているアース（17b）によって形成された電界の作用を受ける紡糸原液（13）と、
その紡糸原液（13）を保持する保持容器（14）（以降、紡糸原液（13）と保持容器（14）
とを合わせて紡糸原液部（18）と呼ぶ）が、超音波発生源（11）の有する超音波発生部位
（12）上に接触して配置されており、更に、繊維捕集体（15）が紡糸原液（13）の表面か
ら一定の距離離れて配置している。
【００２６】
　なお、図1の繊維集合体の製造装置において、超音波発生部位（12）から発生した超音
波が主に進行する方向は、超音波発生部位（12）から繊維捕集体（15）へと向かう矢印（
V）にて示されている。また、図1の繊維集合体の製造装置において繊維を紡糸した場合、
矢印（V）と同一の方向に紡糸される。
【００２７】
　本発明に係る製造装置を用いて繊維集合体を製造する場合、まず、紡糸原液（13）を用
意する。この紡糸原液（13）は、例えば、静電紡糸可能な樹脂を溶媒に溶解させた溶液、
あるいは静電紡糸可能な樹脂を溶融させたものである。
【００２８】
　樹脂の種類は静電紡糸することができる限り特に限定されるものではないが、例えば、
ポリエチレングリコール、部分けん化ポリビニルアルコール、完全けん化ポリビニルアル
コール、ポリビニルピロリドン、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリアクリロニトリル、
ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリア
ミド、ポリイミド、ポリエチレン、或いはポリプロピレンなどを使用することができる。
これら例示以外の樹脂も使用可能であり、例示以外の樹脂も含め、２種以上の樹脂からな
る紡糸原液（13）とすることもできる。
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【００２９】
　上述の樹脂を溶媒に溶解させる場合、溶媒は使用する樹脂や紡糸条件によっても変化す
るため、特に限定されるものではないが、例えば、水、アセトン、メタノール、エタノー
ル、プロパノール、イソプロパノール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、１
，４－ジオキサン、ピリジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセト
アミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、アセトニトリル、ギ酸、トルエン、ベンゼン、シ
クロヘキサン、シクロヘキサノン、四塩化炭素、塩化メチレン、クロロホルム、トリクロ
ロエタン、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、プロピレンカーボネートなど
を挙げることができる。これら例示以外の溶媒も使用可能であり、例示以外の溶媒も含め
、２種以上の溶媒が混和した混和溶媒を使用することもできる。
【００３０】
　紡糸原液（13）が上述のような樹脂を溶媒に溶解させたものである場合、その粘度は使
用する樹脂の組成、樹脂の分子量、溶媒の組成、溶媒における樹脂の濃度等によって変化
するため特に限定されるものではないが、静電紡糸への適用性の点から、粘度が１０～６
０００ｍＰａ・ｓの範囲となるような濃度であるのが好ましく、２０～５０００ｍＰａ・
ｓの範囲となるような濃度であるのがより好ましい。粘度が１０ｍＰａ・ｓ未満であると
、粘度が低すぎて曳糸性が悪く、繊維になりにくい傾向があり、粘度が６０００ｍＰａ・
ｓを超えると、紡糸原液（13）が延伸されにくくなり、繊維形状となりにくい傾向がある
。
【００３１】
　なお、この「粘度」は粘度測定装置を用い、温度２５℃で測定したシェアレート１００
ｓ－１時の値をいう。
【００３２】
　また、紡糸原液（13）が溶融した樹脂の場合、その粘度は紡糸を行うことができれば良
く、使用する樹脂の組成、樹脂の分子量等によって変化するため特に限定されるものでは
ないが、静電紡糸への適用性の点から、例えば溶融した樹脂としてポリプロピレンを用い
る場合の紡糸原液（13）は、メルト・インデックスが10(g/10min)以上となるものである
のが好ましい。メルト・インデックスが10(g/10min)未満であると、紡糸原液（13）が延
伸されにくくなり、繊維形状となりにくい傾向がある。ポリプロピレン紡糸原液（13）の
メルト・インデックスが100(g/10min)以上であるのがより好ましく、1000(g/10min)以上
であるのがより好ましい。一般的に、溶融したポリプロピレンは溶媒に溶解したポリプロ
ピレン溶液よりも、メルト・インデックスが低いものとなる。そのため、好適に紡糸が行
える限り、前述ポリプロピレン紡糸原液（13）のメルト・インデックスの上限は限定しな
い。
【００３３】
　なお、このメルト・インデックスは、200℃に加熱したポリプロピレンをキャピラリー
レオメータに導き、JISK7199に基づいて測定した際の、押出量(g/10min)の値を指す。溶
融時の粘度を調整するために、樹脂に粘度調整剤、また紡糸時における紡糸原液（13）が
酸化あるいは光により変性しないように、酸化防止剤、光安定剤などを添加しても良い。
【００３４】
　紡糸原液（13）を保持する保持容器（14）は、紡糸原液（13）を保持できるものであれ
ば良く、その素材を特別限定するものではない。
【００３５】
　また、その保持容器（14）の形状は紡糸条件によって、適宜、調整されるものであるた
め、特定の形状に限定するものではないが、紡糸原液（13）の表面と平行をなす方向にお
ける断面の形状が、平行四辺形あるいは円形であるものが好ましい。
【００３６】
　前記断面の形状が平行四辺形であると、保持容器（14）の向かい合う壁面同士が平行を
なすため、向かい合う壁面同士の間で定在波が形成され、紡糸原液（13）の表面の特定箇
所に、一定の高さの波を形成しやすい。定在波を形成しやすいことにより、紡糸原液（13
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）の表面に発生する波の、発生位置、大きさ、波同士の間隔などを制御することが容易と
なる。したがって、紡糸原液（13）に作用する超音波により紡糸条件を制御することがで
きるため、目付が均一な繊維集合体（33）を製造することができる。
【００３７】
　前記断面の形状が円形であると、平行をなす壁面同士が存在しないことから、平行をな
す壁面を有する形状の保持容器（14）を用いる場合よりも、定在波が発生し難いため、紡
糸原液（13）の表面全域にわたって波が形成されやすい。したがって、超音波発生源（11
）の数が少なくても効率よく、紡糸原液（13）の表面全域にわたって波を発生させること
ができ、目付バラツキの少ない繊維集合体（33）を得ることが可能となる。
【００３８】
　保持容器（14）を電極として使用することで紡糸原液（13）に電圧を印加する場合には
、保持容器（14）は体積固有抵抗値が１０９Ω・ｃｍ以下の導電性材料（例えば、金属製
）からなるのが好ましい。その場合には、超音波発生源（11）との間に絶縁体を介在させ
るなどして、超音波発生源（11）に電圧がかからないようにする。
【００３９】
　超音波の振動数によっては紡糸原液（13）が熱を帯びることがあり、紡糸原液（13）の
樹脂濃度や物性が変化することで、紡糸条件の変化が起きる恐れがあるため、保持容器（
14）に冷却機構が備わっていることが好ましい。また、紡糸原液（13）が溶融した樹脂で
ある場合には、樹脂が保持容器（14）中で固化しないよう、保持容器（14）に加熱機構が
備わっていることが好ましい。
【００４０】
　また、紡糸を行っていくと、繊維捕集体（15）に繊維集合体（33）が形成されるととも
に、保持容器（14）中の紡糸原液（13）の量が減少し、紡糸原液（13）の液面が低下して
いく。紡糸原液（13）の表面と繊維捕集体（15）との距離が離れることで、紡糸条件の変
化が起こるため、保持容器（14）中の紡糸原液（13）の量が常に一定となるよう、保持容
器（14）に紡糸原液（13）を供給する装置を設けるのが好ましい。
【００４１】
　本発明の繊維集合体の製造装置において、超音波発生源（11）は超音波を発生する超音
波発生部位（12）を有しているため、紡糸原液（13）の表面に波を形成できる超音波発生
手段として作用する。超音波を発生することできるのであれば、超音波発生源（11）の種
類は限定されるものではないが、例えば、超音波ホモジナイザー、超音波ホーン、超音波
洗浄器、スピーカーなどの装置を挙げることができる。
【００４２】
　なお、超音波発生部位（12）を紡糸原液部（18）と接触させる場合、超音波発生部位（
12）が紡糸原液部（18）と広い面積で接触することができる形状、例えば平面状や凹状と
いった、保持容器（14）の壁面と密着する形状を有していると、超音波発生部位（12）か
ら発生した超音波及び振動を効率良く紡糸原液部（18）に作用させることができるため好
ましい。しかしながら、超音波発生部位（12）から発生した超音波及び振動が紡糸原液（
13）へと作用することができる形状であるのならば、その形状は限定するものではなく、
超音波発生部位（12）は球体状、棒状、針状、凸凹状といった形状でも構わない。
【００４３】
　また、超音波発生部位（１２）は紡糸原液部（18）と接触している必要はなく、超音波
を紡糸原液部（18）に作用させ、紡糸原液（13）の表面に波を形成することができる超音
波発生源（11）であればよい。
【００４４】
　紡糸原液部（18）へと超音波を作用させる超音波発生源（11）の数、超音波発生源（11
）から発生した超音波が主に進行する方向、及びその振動数や強度等を調整することで、
紡糸原液（13）の表面に形成される波の高さ、波の発生位置、波の発生間隔等を調整する
ことができる。
【００４５】
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　本発明の繊維集合体の製造装置において、パワーサプライ（16）とアース（１７ｂ）に
より電位差が形成されることで、紡糸原液（13）の表面に形成された波の山を引き伸ばし
て繊維化できる。このように、図１の製造装置においては、パワーサプライ（16）とアー
ス（１７ｂ）とで電界形成手段を構成している。
【００４６】
　紡糸原液（13）と繊維捕集体（15）との間に電位差がなければ、紡糸原液（13）の表面
に形成される波の山（31）を引き伸ばして紡糸することができないため、パワーサプライ
（16）により繊維捕集体（15）または紡糸原液部（18）に電圧を印加する。この時、紡糸
原液（13）に直接電圧を印加しても良いし、保持容器（14）が導電性材料であるのならば
、保持容器（14）に電圧を印加することで紡糸原液（13）へと電圧を印加しても良い。パ
ワーサプライ（16）として、例えば、直流高電圧発生装置やヴァン・デ・グラフ起電機を
用いることができる。好適に電圧の印加が行えるのであれば、パワーサプライ（16）の種
類や電圧の印加方法は限定されるものではない。繊維捕集体（15）へと電圧を印加する場
合、印加された繊維捕集体（15）の極性は、正極と負極のいずれであっても構わないが、
繊維の拡がりを抑制し繊維が均一に分散した繊維集合体（33）を製造しやすいように、適
宜、極性を確認するのが好ましい。
【００４７】
　本明細書における図1では、パワーサプライ（16）により繊維捕集体（15）に電圧が印
加されているが、図１の態様とは逆に、パワーサプライ（16）により紡糸原液（13）に電
圧が印加されていてもよい。紡糸原液（13）に電圧を印加する場合、紡糸原液部（18）が
パワーサプライ（16）を介してアース（17a）されていなければならず、また超音波発生
部位（12）から発生する振動を直接紡糸原液部（18）へと作用させる場合には、超音波発
生部位（12）と紡糸原液部（18）との間に絶縁体を配置するなどして、超音波発生部位（
12）ならびに超音波発生源（11）に電圧が印加されないようにする。
【００４８】
　また、紡糸原液（13）と繊維捕集体（15）との間に電位差が存在するように、紡糸原液
部（18）と繊維捕集体（15）の双方に電圧を印加してもよい。
【００４９】
　紡糸原液（13）と繊維捕集体（15）の間の電位差は、紡糸原液（13）の物性、紡糸原液
（13）の表面と繊維捕集体（15）との距離、温湿度などの紡糸条件によって変化するため
、好適に紡糸が行えるよう、適宜、調整されるべきものであり、特に限定するものではな
いが、０．１～５０ｋＶ／ｃｍの範囲内となるように、パワーサプライ（16）で電圧を印
加するのが好ましい。電位差が５０ｋＶ／ｃｍを超えると、繊維捕集体（15）と保持容器
（14）との間で、絶縁破壊が生じやすい傾向があり、０．１ｋＶ／ｃｍ未満であると、紡
糸原液（13）の延伸が不十分で繊維化されにくい傾向がある。
【００５０】
　本発明の繊維集合体の製造装置において、繊維捕集体（15）は繊維化した繊維を集積す
ることができ、繊維集合体（33）を形成できる捕集手段となる。
【００５１】
　繊維捕集体（15）は、紡糸原液（13）から紡糸された繊維（一般に連続繊維）を、直接
集積させて繊維集合体（33）を形成することができるものであればよく、その構造や素材
などは特に限定されるものではない。例えば、繊維捕集体（15）として、金属製や炭素な
どの導電性材料又は有機高分子などの非導電性材料からなる、不織布、織物、編物、ネッ
ト、ドラム、或いはベルトなどを挙げることができる。繊維捕集体（15）がコンベアなど
可動式のものであると、連続して繊維集合体（33）を製造することができる。特に、繊維
捕集体（15）の移動方向端部に巻取り装置を備えていると、長尺状の繊維集合体（33）を
製造できる。
【００５２】
　繊維捕集体（15）に電圧を印加する場合には、繊維捕集体（15）は体積固有抵抗値が１
０９Ω・ｃｍ以下の導電性材料（例えば、金属製）からなるのが好ましい。一方、図2の
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ように、紡糸原液部（18）側から見て、繊維捕集体（15）よりも後方に導電性材料からな
る対向電極（21）が配置されている場合には、繊維捕集体（15）は必ずしも導電性材料か
らなる必要はない。また、図２においては、繊維捕集体（15）と対向電極（21）とは離間
しているが、接触していてもよい。
【００５３】
　紡糸原液（13）と繊維捕集体（15）との距離は、温湿度、紡糸原液（13）の物性などの
紡糸条件によって変化する。そのため、好適に紡糸が行えるよう適宜調整されるべきもの
であるが、この距離が200ｍｍを超えると作用する電界が弱まることで、紡糸原液（13）
の表面に形成される波の山（31）が引き伸ばされ難くなることで繊維化されない傾向があ
り、10ｍｍ未満であると繊維捕集体（15）と保持容器（14）との間で、絶縁破壊が生じる
傾向がある。そのため、この距離は10～200mmの範囲内であるのが好ましく、30～150ｍｍ
の間であるのがより好ましい。なお、紡糸原液（13）と繊維捕集体（15）との距離は、紡
糸原液（13）に超音波を作用させていない時の紡糸原液（13）の表面と、繊維捕集体（15
）との最短距離を指す。
【００５４】
　電界の形成される、紡糸原液部（18）と繊維捕集体（15）との間の空間、またその周囲
の湿温度や溶媒の蒸気濃度などが変化することで、電界の作用により紡糸された繊維は、
繊維径など形状の変化や強度など物性の変化を生じることが知られている。開空間におい
て本発明の繊維集合体の製造装置を用いて繊維集合体（33）を製造すると、電界の形成さ
れる、紡糸原液部（18）と繊維捕集体（15）との間の空間、またその周囲の湿温度や溶媒
の蒸気濃度などを恒常化することが困難であることから、均一な繊維からなる繊維集合体
（33）を製造することが困難となる恐れがある。電界の形成される周囲の湿温度や溶媒の
蒸気濃度などを恒常化することが容易であることから、本発明の繊維集合体の製造装置は
閉鎖空間に設けられているのが好ましい。
【００５５】
　本発明の繊維集合体の製造装置を閉鎖空間で使用し、樹脂を溶媒に溶解させた紡糸原液
（13）を用いて紡糸する場合には、紡糸時に発生した溶媒の蒸気を排気する排気装置なら
びに、繊維集合体の製造装置の紡糸空間における温湿度などの環境を恒常化する気体供給
装置を設けるのが好ましい。
【００５６】
　静電紡糸を行っていると、繊維集合体の製造装置の紡糸空間における溶媒の蒸気濃度が
次第に高くなり、溶媒の蒸発が抑制され、繊維径が細くなりにくくなり、繊維径のバラツ
キが発生しやすい傾向がある。最悪の場合には、溶媒の蒸気濃度が飽和に達してしまい、
静電紡糸を行うことが困難となる。そのため、紡糸に最適な気体を繊維集合体の製造装置
の紡糸空間へと供給し、蒸発した溶媒を閉鎖空間外へと排出することによって、繊維集合
体の製造装置の紡糸空間における溶媒の蒸気濃度を一定とすると、繊維径の揃った繊維集
合体を製造しやすい。なお、気体供給装置ならびに排気装置の種類は特に限定するもので
はないが、例えば、気体供給装置として除湿機、加湿機など、排気装置として排気口に設
置されたファンであることができる。
【００５７】
　また、繊維捕集体（15）がメッシュ状や不織布及び織物などの、気体を透過することの
できる場合には、この排気装置の排気口が紡糸原液（13）側から向かって繊維集合体（33
）の背後に存在しているのが好ましい。紡糸方向と排気方向が同一であると、紡糸と繊維
の捕集を阻害することなく排気を行うことができ、繊維捕集体（15）に形成された繊維集
合体（33）から揮発する溶媒も効率良く排気することができる。
【００５８】
　紡糸の原理について、図3を用いて説明する。紡糸原液（13）が、パワーサプライ（16
）と超音波発生源（11、図3では図示せず）に接続されているアース（１７ｂ、図3では図
示せず）により電界の作用を受けている状態で、紡糸原液（13）が超音波発生源（11、図
3では図示せず）から発生した超音波の作用を受け、紡糸原液（13）の表面に波が形成さ
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れると、その波の山（31）が電界の作用により引き伸ばされ、紡糸原液（13）が細径化す
るとともに、繊維捕集体（15）へと向かって飛翔する。紡糸原液（13）は飛翔中、更に細
径化するとともに表面積が増大することで、溶媒が失われる、あるいは冷却されることで
繊維化（32）し、繊維捕集体（15）に繊維が堆積することで繊維集合体（33）が形成され
る。
【００５９】
　本発明では、保持容器（14）の形状、紡糸原液部（18）へと超音波を作用させる超音波
発生源（11）の数、超音波発生源（11）から発生した超音波が主に進行する方向、及びそ
の振動数や強度などを、適宜、最適なものとすることができる。その例について、図4～
図6に沿って説明する。
【００６０】
　図4は、本発明の別の繊維集合体の製造装置の紡糸原液（13）の表面と垂直をなす方向
における断面図であり、保持容器（14）は紡糸原液（13）を貯蔵している貯蔵部（41）と
、紡糸が行われる部位となる紡糸部（42）と、貯蔵部（４１）と紡糸部（４２）とを連結
する連結部（４３）とから構成されており、貯蔵部（41）に貯蔵されている紡糸原液（13
）が連結部（43）を通過することで、紡糸部（42）に紡糸原液（13）を供給できる。なお
、図４においては、超音波発生源（１１）とそのアース（１７b）を省略している。
【００６１】
　図4（a）の保持容器（14）は、貯蔵部（41）と、重力方向の反対方向が開口した紡糸部
（４２）と、これらを連結する連結部（４３）とから構成されている。連結部（43）の大
きさは、紡糸部（42）へと紡糸原液（13）を供給することができるように、適宜、調節す
る。また、紡糸部（42）における開口面積は紡糸原液（13）が超音波の作用を受ける際に
、特定数および特定の大きさの波の山が形成され得るように、適宜、調節する。
【００６２】
　図4（a）の保持容器（14）を用いて紡糸を行う際、開口面積が小さい紡糸部（42）とす
ることで、超音波の作用を受けた際に、紡糸部（42）に形成される波の山の数が制限され
ることから、紡糸部（42）からの紡糸量を制御することが容易となる。
【００６３】
　図4（ｂ）の保持容器（14）は貯蔵部（41）と、重力方向と垂直をなす方向に開口した
紡糸部（４２）と、貯蔵部（４１）と紡糸部（４２）とを連結する連結部（４３）とから
構成されている。連結部（43）の大きさは、紡糸部（42）へと紡糸原液（13）を供給する
ことができるように、適宜、調節する。また、紡糸部（４２）における開口面積は紡糸部
（42）から紡糸原液（13）が液垂れしないように、適宜、調節する。
【００６４】
　図4（ｂ）の保持容器（14）の紡糸部（42）から紡糸を行うと、紡糸部（42）の開口面
積が、紡糸原液（13）の液垂れを発生させないほどに小さいものであることから、例え重
力方向を紡糸方向としたとしても、液垂れすることなく紡糸が行える。このように、紡糸
方向を限定することなく紡糸を行うことができる。
【００６５】
　図4（ａ）（ｂ）では、超音波を紡糸部（42）に対して、対向する2方向から作用させて
いるが、超音波を作用させる位置とその数は、好適に紡糸が行えるのであれば特別限定す
るものではない。
【００６６】
　また図4（ａ）（ｂ）では、貯蔵部（４１）と１つの紡糸部（42）とを１つの連結部（
４３）で連結した保持容器（14）を例示しているが、貯蔵部（４１）と２つ以上の紡糸部
（42）とを１つの連結部（４３）で連結した保持容器（14）であっても、貯蔵部（４１）
と１つの紡糸部（42）とを２つ以上の連結部（４３）で連結した保持容器（14）であって
も、或いは貯蔵部（４１）と２つ以上の紡糸部（42）とを２つ以上の連結部（４３）で連
結した保持容器（14）であっても良い。
【００６７】



(11) JP 2010-216049 A 2010.9.30

10

20

30

40

50

　保持容器（14）に２つ以上の紡糸部（42）が連結されていると、紡糸できる場所が多数
存在することとなり、繊維集合体（33）を広い面積で得ることが可能となる。
【００６８】
　図5は、超音波の作用方向を示す、紡糸原液（13）の表面と垂直をなす方向における紡
糸原液部（18）の断面図であり、紡糸原液（13）とその波の山（31）ならびに保持容器（
14）、超音波の主に進行する方向を示した矢印（ｖ）のみを示している。
【００６９】
　超音波発生源（11、図5では省略し図示せず）を複数用い、複数の超音波を紡糸原液部
（18）に作用させても良い。図5（a）では、超音波発生源（11、図5では省略し図示せず
）を３つ用い、超音波の主に進行する方向をそれぞれｖ1、ｖ２、ｖ３で示している。図5
（a）に示すように、超音波の主に進行する方向（ｖ1～3）同士が、互いに平行な状態で
紡糸原液部（18）へ作用すると、紡糸原液（13）の表面が広い面積を有する場合であって
も、その表面の広域に波を形成することができる。紡糸原液（13）の表面の広域に発生し
た波の山（31）から紡糸が行えるため、幅の広い繊維集合体（33、図5では省略し図示せ
ず）を得ることが可能となる。
【００７０】
　図5（b）、図5（c）のように前記断面が椀型である、保持容器（14）を用いても良い。
なお図5（b）では、超音波発生源（11、図5では省略し図示せず）を１つ用い、超音波の
主に進行する方向を（ｖ4）で示しており、図5（c）では超音波発生源（11、図5では省略
し図示せず）を３つ用い、超音波の主に進行する方向をそれぞれｖ5、ｖ6、ｖ7で示して
いる。保持容器（14）がこのような椀型の形状であると、保持容器（14）の壁面同士が平
行を成さないため、定在波が発生し難く、紡糸原液（13）の表面の広域にわたって波が形
成されやすい。図5（b）のように超音波発生源（11、図5では省略し図示せず）の数が1つ
であるとしても、超音波を効率よく紡糸原液部（18）へと作用させることができる。した
がって、紡糸原液（13）の表面の広域に発生した波の山（31）から紡糸が行えるため、繊
維集合体（33、図5では省略し図示せず）を広い面積で得ることが可能となる。また、図5
（ｃ）のように複数の超音波の主に進行する方向（ｖ5～7）が、交わるように紡糸原液部
（18）へ超音波を作用させることで、紡糸原液（13）の表面の局所に高い波が発生する。
その波の山（31）の頂点と繊維捕集体（15）との距離は短いものとなることから、紡糸を
行うために必要となる電圧の印加量を低減した状態で紡糸することができ、絶縁破壊が発
生し難い条件で紡糸が行えるという利点がある。
【００７１】
　更に、図5（ｄ）のように前記断面が放物線型である、保持容器（14）を用いても良い
。なお図5（d）では、超音波発生源（11、図5では省略し図示せず）を１つ用い、超音波
の主に進行する方向をｖ8で示している。保持容器（14）がこのような放物線型の形状で
あると、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）から、放物線型の保
持容器（14）の凹側壁面に向けて超音波を作用させることで、放物線型の保持容器（14）
の凹側壁面で反射した超音波が、紡糸原液（13）の表面と垂直をなす方向へ進行すること
から、超音波を効率よく紡糸原液（13）の表面へと作用させることができる。紡糸原液（
13）の表面の広域に発生した波の山（31）から紡糸が行えるため、繊維集合体（33、図5
では省略し図示せず）を広い面積で得ることが可能となる。また、図5（d）では、放物線
型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）から1つの超音波発生源（11、図5で
は省略し図示せず）を用いて超音波を紡糸原液部（18）へと作用させているが、複数の超
音波発生源（11、図5では省略し図示せず）を用いて複数の超音波を紡糸原液部（18）へ
と作用させても良い。複数の超音波を紡糸原液部（18）へと作用させることで、紡糸原液
（13）の表面が広い面積を有する場合であっても、その表面のより広い一帯に波を形成す
ることができる。
【００７２】
　図5（d）では紡糸原液（13）の表面が、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成す
る焦点（51）よりも重力側にある状態を例示しているが、紡糸原液（13）の表面よりも放
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物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）が重力側となるように、保持容
器（14）を放物線型を維持したまま深くするとともに、保持されている紡糸原液（13）の
量を増加することで、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）が、紡
糸原液（13）の表面よりも重力側にある状態となるように、該保持容器（14）における紡
糸原液（13）の表面の高さを、適宜、調整しても良い。
【００７３】
　図5（ｄ）では、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）から、放
物線型の保持容器（14）の凹側壁面に向けて超音波を作用させているが、紡糸原液（13）
の表面に対して垂直となるように、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面へと向け、超音
波を作用させても良い。この方向から保持容器（14）の凹側壁面へと向け超音波を作用さ
せると、放物線型の保持容器（14）の凹側壁面で反射した超音波が分散することなく、放
物線型の保持容器（14）の凹側壁面が形成する焦点（51）に向かって進行する。そのため
、超音波を効率よく紡糸原液（13）へと作用させることができるとともに、紡糸原液（13
）の表面の局所に高い波を発生させることができる。その波の山（31）の頂点と繊維捕集
体（15）との距離は短いものとなることから、紡糸を行うために必要となる電圧の印加量
を低減した状態で紡糸することができ、絶縁破壊が発生し難い条件で紡糸が行えるという
利点がある。また、複数の超音波発生源（11、図示せず）を用いて複数の超音波を紡糸原
液部（18）へと作用させても良い。紡糸原液（13）の表面に複数の超音波が効率よく作用
することで、より高い波の山（31）が局所的に形成されやすくなり、その頂点と繊維捕集
体（15）との距離はより短いものとなる。紡糸を行うために必要となる電圧の印加量を低
減した状態で紡糸することができ、絶縁破壊がより発生し難い条件で紡糸が行える。
【００７４】
　図6は、本発明の実施形態に係る繊維集合体の製造装置において、超音波の作用方向を
示す、紡糸原液（13）の表面と平行をなす方向における紡糸原液部（18）の断面図である
。図６においては、紡糸原液（13）と保持容器（14）、超音波の主に進行する方向（ｖ）
のみを示している。
【００７５】
　図6（a）のように、保持容器（14）の向かい合う壁面同士が平行をなしており、紡糸原
液（13）の表面と平行をなす方向における保持容器（14）の断面の形状が、長方形や正方
形などを含む平行四辺形であると、壁面同士の間で定在波が形成され、紡糸原液（13）の
表面の特定箇所に、一定の高さの波が形成されやすい。定在波が形成されることにより、
紡糸原液（13）の表面に発生する波の発生位置、大きさ、波同士の間隔などを制御するこ
とが容易となる。したがって、紡糸原液（13）に作用する超音波により紡糸条件を制御す
ることができるため、目付けが均一な、繊維集合体（33、図6では省略し図示せず）を製
造することができる。なお図6（a）では、超音波の主に進行する方向をｖ9で示している
。
【００７６】
　また、超音波発生源（11、図6では省略し図示せず）を複数用い、複数の超音波を紡糸
原液部（18）に作用させても良い。例えば、図6（b）では、超音波発生源を３つ用い、超
音波の主に進行する方向をそれぞれｖ10、ｖ11、ｖ１2で示している。図6（b）のように
、超音波の主に進行する方向（ｖ１０～１２）同士が、互いに平行な状態で紡糸原液部（
18）へ作用すると、紡糸原液（13）の表面が広い面積を有する場合であっても、その表面
の広域に波を形成することができる。紡糸原液（13）の表面の広域に発生した波の山（31
、図6では省略し図示せず）から紡糸が行えるため、幅の広い繊維集合体（33）を得るこ
とが可能となる。
【００７７】
　また、複数の超音波発生源（11）を用いて超音波を紡糸原液部（18）に作用させた際に
、それら超音波の主に進行する方向が交差するように、超音波発生源（11）から発生する
超音波の主に進行する方向や、超音波発生源（11）の設ける位置を、適宜、調節しても良
い。図6（ｃ）では超音波発生源を２つ用い、超音波の主に進行する方向をそれぞれｖ１3
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、ｖ１4で示すとともに、その交差点を（６１）で示しており、図6（d）では超音波発生
源を２つ用い、超音波の主に進行する方向をそれぞれｖ１5、ｖ１6で示すとともに、その
交差点を（６１）で示している。
【００７８】
　超音波発生源（11）から発生する超音波の主に進行する方向や、超音波発生源（11）の
設ける位置を連続的に変化させることで、前記交差点（６１）の発生位置を連続的に変化
させることができる。このように交差点（６１）の発生位置を連続的に変化させることが
できることから、紡糸原液（13）の表面のいかなる場所にも波を形成することができ、紡
糸原液（13）の表面のいかなる場所からでも紡糸が行える。そのため、均一な目付けの繊
維集合体（33、図6では省略し図示せず）を広い面積で製造できる。図6（ｃ）では、超音
波の主に進行する方向（ｖ13～14）が直交して交差点（61）を成し、また図6（ｄ）では
、超音波の主に進行する方向（ｖ15～16）が対向して交差点（61）を成している様子を示
しているが、各超音波の主に進行する方向同士が成す角度は紡糸が好適に行えるものであ
るように、適宜、調節するのが好ましい。
【００７９】
　また、図6（e）のように、保持容器（14）の前記断面が円形であると、超音波を効率よ
く紡糸原液部（18）へと作用させることができる。さらに、保持容器（14）に平行をなす
壁面同士が存在しないことで定在波が形成され難いため、紡糸原液（13）の表面の広域に
わたって波が形成されやすい。広い面積から繊維集合体（33、図6では省略し図示せず）
を得ることが可能となる。なお図6（e）では、超音波発生源（11、図6では省略し図示せ
ず）を２つ用い、超音波の主に進行する方向をそれぞれｖ17、ｖ18で示すとともに、その
交差点を（６１）で示している。保持容器の前記断面形状が円形であると定在波が生じ難
いことから、交差点（６１）の発生位置が連続的に変化した際に形成される波の大きさを
、均一なものとし易い。そのため、交差点（61）を移動している状態であっても、紡糸量
を一定に制御することが容易である。
【００８０】
　図7は、本発明の別の繊維集合体の製造装置を繊維捕集体（15）側から見た模式的透視
平面図である。この透視平面図においては、周回可能なエンドレス軌道に沿って移動する
支持体（71）、紡糸原液（13）と保持容器（14）、繊維捕集体（15）のみを示している。
なお、繊維捕集体（15）は最も手前側に存在することから、破線を用いて示している。
【００８１】
　図7に係る製造装置の支持体（７１）は、紡糸原液部（18）を多数設けることができる
ものである。例えば、周回可能なエンドレス軌道に沿って移動する支持体（71）としてベ
ルトコンベアなどを挙げることができる。該支持体（71）が金属や炭素などの導電性材料
からなるときには、支持体（71）に紡糸原液部（18）を通して電圧が印加されないように
、支持体（71）はアース（図7では省略し図示せず）されていると共に、支持体（71）と
紡糸原液部（18）とは絶縁体を介して接続されているのが好ましい。支持体（71）のアー
ス（図7では省略し図示せず）と超音波発生源（11、図7では省略し図示せず）のアース（
17b、図7では省略し図示せず）とは互いに接続されていても良い。
【００８２】
　また、支持体（71）上に設けられる紡糸原液部（18）の数、紡糸原液部（18）同士の間
隔、支持体（71）が周回移動する速度は、紡糸原液部（18）から紡糸される繊維の量、製
造する繊維集合体（33、図7では省略し図示せず）の目付、紡糸時の温湿度等により、適
宜、調節されるべきものであるため限定するものではない。
【００８３】
　図7に示された繊維集合体の製造装置は、周回可能なエンドレス軌道に沿って移動する
支持体（71）の、その軌道の移動領域の移動方向を繊維捕集体（15）の幅方向と一致させ
た状態で、前記支持体（71）を一定速度で周回させながら、各紡糸原液部（18）に電界を
作用させ、紡糸を行うことができるという特徴がある。
【００８４】
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　この特徴を有することで、支持体（71）に多数設けられた各紡糸原液部（18）が紡糸を
行いながら一定速度でエンドレス軌道を循環周回するので、幅の広い繊維集合体（33、図
7では省略し図示せず）を得ることが可能となる。また、幅方向における繊維量が均一な
繊維集合体（33、図7では省略し図示せず）を製造することができる。更には、繊維集合
体（33、図7では省略し図示せず）を構成する繊維同士が交差した状態となり、様々な方
向における機械的強度が均一な繊維集合体（33、図7では省略し図示せず）を製造するこ
とができる。
【００８５】
　以上図4から図7に例示した、本発明の繊維集合体の製造装置における、保持容器（14）
の形状、紡糸原液部（18）へと超音波を作用させる超音波発生源（11）の数、超音波発生
源（11）から発生した超音波が主に進行する方向、超音波発生部位（12）が紡糸原液部（
18）に接した状態であるか接していない状態であるか、超音波同士が平行を成すか交差点
（61）を成すものであるか、その超音波同士が交差する位置、紡糸に用いる繊維集合体の
製造装置の数、及び紡糸原液部（18）へと作用させる超音波の振動数や強度等は、紡糸が
好適に行えるよう、適宜、調節できるものであり、その実施形態は限定されるものではな
い。
【実施例】
【００８６】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００８７】
　（１）紡糸原液の調製
　重量平均分子量が２０万のポリアクリロニトリルを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドに
濃度１２質量％となるように溶解させ、紡糸原液（粘度：800ｍＰ・ｓ、電導度：140μS
）を用意した。
【００８８】
　（２）製造装置の準備
　図１に示すような製造装置を用意した。つまり、超音波発生部位（直径：１cm、真円形
状）が振動することで発生する超音波が、重力方向と反対方向に進行するように、超音波
発生源（装置名：ブランソン社製、SONIFIER）をアースするとともに設置した。
【００８９】
　超音波発生部位の側面にPETフィルムを、高さ１０ｍｍとなるように１周巻き付けるこ
とで、紡糸原液を保持でき、紡糸原液表面と水平をなす断面の形状が直径１０ｍｍの円形
である、底面が超音波発生部位からなる保持容器とした。次いで、保持容器に紡糸原液を
０．５ｍｌ注ぎ入れた。
【００９０】
　続いて、繊維捕集体として平板状の金属板を用いて、その広い面積を有する面が、紡糸
原液表面と平行かつ紡糸原液表面と40ｍｍの距離になるよう、繊維捕集体を設けた。また
、繊維捕集体にパワーサプライ（装置名：直流高圧電源）を接続することで、繊維捕集体
に電圧を印加することができるようにし、パワーサプライを経由してアースした。なお、
パワーサプライの極性は、繊維捕集体側が正極、アース側が負極となるようにした。
【００９１】
　（３）繊維集合体の製造
　超音波発生源から20ｋHzの周波数を有する超音波を、１秒間に0.3秒間発生させ、紡糸
原液表面の中央に一つの山を形成させるとともに、パワーサプライから繊維捕集体に10ｋ
Ｖの電圧を印加することにより紡糸原液に電界を作用させ、波の山を引き伸ばすとともに
繊維化し、繊維捕集体に繊維を集積させて、連続繊維からなる繊維集合体を製造した。
【００９２】
　得られた繊維集合体の電子顕微鏡写真を撮影し、その10000倍の写真より繊維の32箇所
を無作為に選出し、その繊維径を測定した算術平均の平均繊維径は0.209μｍであった。
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　なお、繊維集合体を製造する際には、繊維集合体の製造装置を閉鎖空間（アクリル板で
囲まれ密閉された、幅：１０００ｍｍ、奥行：１０００ｍｍ、高さ：１０００ｍｍの空間
）に設置し、気体供給装置から温度２６℃、相対湿度４０％の調湿エアを０．５ｍ３／分
で、閉鎖空間内の気体を効率良く交換できるように、閉鎖空間の側面上側から供給すると
ともに、閉鎖空間の側面下側に設けた排気口から、出てくる気体を排気ファンで排気した
。
【００９４】
　以上の結果から、本発明の製造方法、及び製造装置を用いることで、繊維集合体が生産
性良く製造できることが判明した。
【００９５】
　本発明の製造方法、及び製造装置によれば、ノズルを使用しないことから、ノズル詰ま
りや紡糸原液の液垂れ等が発生せず、また装置を大型化することなく、生産性を高めるこ
とができる。そのため、分離性能、液体保持性能、払拭性能、隠蔽性能、絶縁性能、或い
は柔軟性などの、様々な性能に優れる繊維集合体を生産性良く製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明の製造装置は静電紡糸法による繊維集合体の製造に利用することができる。
【符号の説明】
【００９７】
11・・・超音波発生源
12・・・超音波発生部位
13・・・紡糸原液
14・・・保持容器
15・・・繊維捕集体
16・・・パワーサプライ
17a・・・パワーサプライのアース
17b・・・超音波発生源のアース
18・・・紡糸原液部
ｖ・・・超音波の主に進行する方向
21・・・対向電極
31・・・紡糸原液の表面に形成された波の山
32・・・細径化とともに繊維化した紡糸原液
33・・・繊維集合体
41・・・貯蔵部
42・・・紡糸部
43・・・連結部
51・・・放物線型の保持容器の凹側壁面が形成する焦点の位置
61・・・超音波同士が交わる交差点
71・・・周回可能なエンドレス軌道に沿って運動する支持体
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